
 

 

 

 

 

2022 年 12 月 20 日 

 

川本町における電子決済普及事業（２回目）の実施 

 

ごうぎんと川本町は、同町において 2回目となる電子決済普及事業を実施します。 

この度の事業は、川本町が町内経済活性化と町民や町内事業者のキャッシュレスを促進する目的で実

施するもので、2022年 7月に続き 2回目の取り組みとなります。 

引き続き当行は自治体と連携し、お客様の利便性向上を図り、お客様に満足いただけるサービスの提

供に努めてまいります。 

記 
 

１．事業概要 

  電子決済アプリ「J-Coin Pay」を活用した、川本町独自ポイント「まげなポイント」の付与。 

期間 2023 年 1 月 4 日（水）～2023 年 1 月 30 日（月） 

対象 J-Coin Pay ユーザーおよび J-Coin Lite ユーザー 

対象店舗 川本町内の 61 店舗 

ポイント内容 対象店舗にて J-Coin Pay で 1 回あたり 1,000 円以上の決済をすると、 

5,000 円分の「まげなポイント」を付与。 

※期間中お一人様 1 回限り 

ポイント付与日 決済日の翌日 

ポイント有効期限 2023 年 2 月 28 日（火） 

   ※詳細は別添のリーフレットをご参照ください。 
 

＜利用者のメリット＞ 

 アプリ上でポイントの受け取りと利用ができ、現金や紙のクーポン券の持ち歩きが不要のため、 

身軽に参加することができます。 

＜加盟店のメリット＞ 

 ・紙のクーポン券を換金する事務手続きが不要となります。 

 ・「初回利用」と「まげなポイント利用」により、消費機会が増え、売上増加が期待できます。 

＜川本町のメリット＞ 

 ・利用店舗の限定 

  まげなポイントを利用できる店舗を川本町内に限定することで、給付金が確実に町内で消費され、 

  町内経済活性化につながります。 

 ・当行およびみずほ銀行による各種運用支援 

  当行が加盟店開拓や町民のアプリ登録支援を、みずほ銀行がまげなポイントの給付実務を担う 

ため、川本町の事業運用負担を削減できます。また、決済データ分析による施策の効果検証を 

行い、次の施策の検討に貢献します。 
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２．Ｊ－Ｃｏｉｎ Ｐａｙの概要 

・みずほ銀行が提供するスマホアプリです。 

・「送る」「送ってもらう」「支払う」というお金に関する行為がスマホ上で完結できることに加え、 

金融機関の預金口座との入出金についても、スマホ上のアプリで「いつでも・どこでも・無料で」 

できます。  
 

３．その他 

  川本町のホームページ https://www.town.shimane-kawamoto.lg.jp/doc/news/5201 

  詳細は川本町役場までお問い合わせください。 

  （お問い合わせ先）川本町役場 産業振興課 商工観光係 

           電話番号：0855-72-0636 

以上 

 

 

 






